
内
閣
衆
質
一
六
三
第
二
三
号

平
成
十
七
年
十
月
二
十
八
日

内
閣
総
理
大
臣

小

泉

純

一

郎

衆

議

院

議

長

河

野

洋

平

殿

衆
議
院
議
員
鈴
木
宗
男
君
提
出
外
務
省
在
外
職
員
の
住
居
手
当
に
係
る
非
課
税
問
題
な
ど
に
関
す
る
再
質
問
に
対
し
、
別
紙

答
弁
書
を
送
付
す
る
。

平
成
十
七
年
十
月
二
十
八
日
受
領

答

弁

第

二

三

号



衆
議
院
議
員
鈴
木
宗
男
君
提
出
外
務
省
在
外
職
員
の
住
居
手
当
に
係
る
非
課
税
問
題
な
ど
に
関
す
る
再
質
問
に
対
す
る

答
弁
書

一
に
つ
い
て

先
の
答
弁
書
（
平
成
十
七
年
十
月
十
八
日
内
閣
衆
質
一
六
三
第
一
〇
号
。
以
下
「
前
回
答
弁
書
」
と
い
う
。
）
�
か
ら
�

ま
で
に
つ
い
て
で
お
答
え
し
た
と
お
り
で
あ
る
。

二
に
つ
い
て

前
回
答
弁
書
�
に
つ
い
て
で
お
答
え
し
た
「
体
面
を
維
持
し
」
と
は
、
外
務
省
在
外
職
員
（
以
下
「
在
外
職
員
」
と
い

う
。
）
が
、
一
般
的
に
、
日
本
国
を
代
表
し
て
任
務
を
遂
行
す
る
上
で
必
要
な
態
勢
を
確
保
す
る
こ
と
を
表
し
て
い
る
。

三
及
び
四
に
つ
い
て

在
外
職
員
は
、
す
べ
て
外
交
活
動
に
従
事
し
て
い
る
。

五
及
び
十
二
か
ら
十
七
ま
で
に
つ
い
て

自
宅
に
外
国
人
を
招
き
会
食
す
る
等
の
外
交
活
動
は
、
在
外
職
員
の
日
常
の
職
務
と
密
接
に
関
連
し
て
お
り
、
定
量
的
に

示
す
こ
と
が
困
難
で
あ
る
た
め
、
そ
の
頻
度
及
び
回
数
に
つ
い
て
お
答
え
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
。
な
お
、
平
成
十
六
年

一



度
、
在
パ
プ
ア
ニ
ュ
ー
ギ
ニ
ア
日
本
国
大
使
館
に
公
使
（
ロ
ー
カ
ル
ラ
ン
ク
を
含
む
。
）
は
い
な
か
っ
た
。

六
か
ら
十
一
ま
で
に
つ
い
て

お
尋
ね
に
つ
い
て
、
現
時
点
に
お
い
て
、
正
確
な
額
を
お
答
え
す
る
こ
と
は
、
外
務
省
に
お
い
て
詳
細
な
調
査
を
要
す
る

た
め
、
困
難
で
あ
る
。
な
お
、
平
成
十
六
年
度
、
在
パ
プ
ア
ニ
ュ
ー
ギ
ニ
ア
日
本
国
大
使
館
に
公
使
（
ロ
ー
カ
ル
ラ
ン
ク
を

含
む
。
）
は
い
な
か
っ
た
。

十
八
か
ら
二
十
三
ま
で
に
つ
い
て

お
尋
ね
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
を
公
に
す
れ
ば
、
外
交
活
動
の
具
体
的
な
内
容
が
推
定
さ
れ
、
外
交
事
務
の
適
正
な
遂
行
に

支
障
を
生
ず
る
お
そ
れ
が
あ
る
た
め
、
公
に
す
る
こ
と
は
差
し
控
え
た
い
。
な
お
、
平
成
十
六
年
度
、
在
パ
プ
ア
ニ
ュ
ー
ギ

ニ
ア
日
本
国
大
使
館
に
公
使
（
ロ
ー
カ
ル
ラ
ン
ク
を
含
む
。
）
は
い
な
か
っ
た
。

二
十
四
に
つ
い
て

支
出
官
レ
ー
ト
と
は
、
支
出
官
事
務
規
程
（
昭
和
二
十
二
年
大
蔵
省
令
第
九
十
四
号
）
に
基
づ
き
財
務
省
告
示
で
定
め
ら

れ
る
外
国
貨
幣
換
算
率
の
こ
と
を
い
う
。

二
十
五
か
ら
二
十
七
ま
で
に
つ
い
て

二



世
界
銀
行
の
世
界
開
発
指
標
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
に
よ
れ
ば
、
二
千
四
年
に
お
け
る
中
華
人
民
共
和
国
、
ロ
シ
ア
及
び
パ
プ
ア

ニ
ュ
ー
ギ
ニ
ア
の
一
人
当
た
り
の
国
民
総
所
得
は
そ
れ
ぞ
れ
約
千
二
百
九
十
米
ド
ル
、
約
三
千
四
百
十
米
ド
ル
及
び
約
五
百

八
十
米
ド
ル
で
あ
る
。
こ
れ
を
国
際
通
貨
基
金
の
国
際
財
政
統
計
に
基
づ
く
同
年
の
円
ド
ル
平
均
レ
ー
ト
を
使
用
し
て
円
に

換
算
す
る
と
、
そ
れ
ぞ
れ
約
十
三
万
九
千
五
百
六
十
五
円
、
約
三
十
六
万
八
千
九
百
二
十
八
円
及
び
約
六
万
二
千
七
百
五
十

円
で
あ
る
。

二
十
八
、
三
十
及
び
三
十
二
に
つ
い
て

お
尋
ね
に
つ
い
て
は
、
住
居
手
当
の
予
算
を
各
在
外
公
館
別
に
は
計
上
し
て
い
な
い
た
め
、
お
答
え
す
る
こ
と
は
困
難
で

あ
る
。

二
十
九
、
三
十
一
及
び
三
十
三
に
つ
い
て

平
成
十
七
年
九
月
一
日
現
在
の
在
中
華
人
民
共
和
国
、
在
ロ
シ
ア
及
び
在
パ
プ
ア
ニ
ュ
ー
ギ
ニ
ア
の
各
日
本
国
大
使
館
に

お
け
る
在
外
職
員
の
数
は
、
そ
れ
ぞ
れ
八
十
三
人
、
九
十
三
人
及
び
十
四
人
で
あ
り
、
こ
の
う
ち
住
居
手
当
の
受
給
有
資
格

者
の
数
は
、
そ
れ
ぞ
れ
七
十
三
人
、
七
十
九
人
及
び
十
三
人
で
あ
る
。

三
十
四
か
ら
三
十
六
ま
で
に
つ
い
て

三



物
価
水
準
の
比
較
に
つ
い
て
は
、
様
々
な
方
法
が
あ
り
得
る
た
め
、
お
尋
ね
の
各
都
市
の
物
価
水
準
に
つ
い
て
東
京
と
比

較
し
て
一
概
に
述
べ
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
。

三
十
七
か
ら
三
十
九
ま
で
に
つ
い
て

在
外
職
員
の
住
居
手
当
の
限
度
額
は
、
在
外
公
館
の
名
称
及
び
位
置
並
び
に
在
外
公
館
に
勤
務
す
る
外
務
公
務
員
の
給
与

に
関
す
る
法
律
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
九
十
三
号
）
及
び
在
外
公
館
に
勤
務
す
る
外
務
公
務
員
の
在
勤
基
本
手
当
の
額
並

び
に
住
居
手
当
に
係
る
控
除
額
及
び
限
度
額
を
定
め
る
政
令
（
昭
和
四
十
九
年
政
令
第
百
七
十
九
号
）
に
よ
り
定
め
ら
れ
て

い
る
。
同
令
別
表
第
二
の
住
居
手
当
の
限
度
額
の
号
別
は
、
公
使
、
参
事
官
、
一
等
書
記
官
等
の
公
の
名
称
に
対
応
し
て
い

な
い
た
め
、
公
使
、
参
事
官
、
一
等
書
記
官
、
二
等
書
記
官
、
三
等
書
記
官
、
一
等
理
事
官
、
二
等
理
事
官
、
三
等
理
事
官

及
び
副
理
事
官
の
標
準
的
な
支
給
上
限
額
は
定
め
ら
れ
て
い
な
い
。

四
十
か
ら
四
十
二
ま
で
に
つ
い
て

在
外
公
館
に
お
け
る
住
居
手
当
の
各
年
度
の
限
度
額
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
在
外
公
館
に
お
け
る
在
外
職
員
の
契
約
家
賃
額
と

住
居
手
当
の
限
度
額
と
を
比
較
し
、
主
要
国
外
交
官
等
の
住
居
の
家
賃
額
等
も
勘
案
の
上
、
決
定
し
て
い
る
。

四
十
三
か
ら
四
十
五
ま
で
に
つ
い
て

四



在
中
華
人
民
共
和
国
、
在
ロ
シ
ア
及
び
在
パ
プ
ア
ニ
ュ
ー
ギ
ニ
ア
の
各
日
本
国
大
使
館
の
在
外
職
員
が
受
給
し
て
い
る
住

居
手
当
の
水
準
は
、
在
外
職
員
が
そ
の
体
面
を
維
持
し
、
か
つ
、
そ
の
職
務
と
責
任
に
応
じ
て
能
率
を
充
分
発
揮
す
る
上

で
、
そ
れ
ぞ
れ
妥
当
な
も
の
で
あ
る
と
考
え
る
。

四
十
六
に
つ
い
て

前
回
答
弁
書
�
に
つ
い
て
の
「
テ
ロ
」
と
は
「
テ
ロ
リ
ズ
ム
」
の
こ
と
で
あ
り
、
「
テ
ロ
リ
ズ
ム
」
と
は
、
一
般
的
に
、

特
定
の
主
義
主
張
に
基
づ
き
、
国
家
等
に
そ
の
受
入
れ
等
を
強
要
し
、
又
は
社
会
に
恐
怖
等
を
与
え
る
目
的
で
行
わ
れ
る
人

の
殺
傷
行
為
等
を
指
す
も
の
と
さ
れ
て
い
る
。

四
十
七
か
ら
五
十
ま
で
に
つ
い
て

前
回
答
弁
書
�
に
つ
い
て
の
「
比
較
的
テ
ロ
等
の
対
象
に
な
り
や
す
い
在
外
職
員
」
と
の
記
述
は
、
一
般
論
と
し
て
、
在

外
職
員
は
日
本
国
政
府
を
代
表
す
る
と
見
ら
れ
る
等
の
理
由
か
ら
、
テ
ロ
等
の
対
象
と
な
る
お
そ
れ
が
あ
る
と
の
認
識
を
述

べ
た
も
の
で
あ
る
。
な
お
、
在
中
華
人
民
共
和
国
、
在
ロ
シ
ア
及
び
在
パ
プ
ア
ニ
ュ
ー
ギ
ニ
ア
の
各
日
本
国
大
使
館
に
お
け

る
在
外
職
員
の
人
数
は
、
二
十
九
、
三
十
一
及
び
三
十
三
に
つ
い
て
で
述
べ
た
と
お
り
で
あ
る
。

五
十
一
に
つ
い
て

五



在
外
職
員
の
居
住
す
る
住
居
が
家
具
付
き
の
場
合
、
家
具
使
用
料
相
当
額
を
含
ま
な
い
家
賃
額
に
対
し
、
限
度
額
内
で
住

居
手
当
を
支
給
し
て
い
る
。

五
十
二
か
ら
五
十
五
ま
で
に
つ
い
て

平
成
十
二
年
か
ら
現
在
ま
で
の
間
に
つ
い
て
、
家
具
付
住
居
を
借
り
た
在
外
職
員
が
そ
の
こ
と
を
申
請
せ
ず
に
不
適
切
な

住
居
手
当
を
受
給
し
て
い
た
事
例
の
存
在
は
、
確
認
さ
れ
て
い
な
い
。

五
十
六
に
つ
い
て

会
計
検
査
院
は
、
平
成
十
二
年
か
ら
平
成
十
七
年
ま
で
の
各
年
に
お
い
て
、
在
外
公
館
に
対
す
る
会
計
実
地
検
査
を
実
施

し
て
お
り
、
そ
の
中
で
、
住
居
手
当
に
つ
い
て
も
検
査
を
実
施
し
て
い
る
。

五
十
七
に
つ
い
て

会
計
検
査
院
は
、
平
成
十
二
年
度
決
算
検
査
報
告
に
お
い
て
、
在
ケ
ニ
ア
日
本
国
大
使
館
で
在
外
職
員
か
ら
事
実
と
相
違

し
た
申
請
が
提
出
さ
れ
て
い
た
の
に
、
こ
れ
に
対
す
る
審
査
確
認
が
十
分
で
な
か
っ
た
こ
と
等
に
よ
り
、
平
成
九
年
か
ら
平

成
十
二
年
ま
で
の
間
、
住
居
手
当
が
過
大
に
支
給
さ
れ
て
い
て
、
会
計
経
理
が
適
正
を
欠
く
と
認
め
ら
れ
る
旨
の
報
告
を
行

っ
た
。

六



な
お
、
在
ケ
ニ
ア
日
本
国
大
使
館
の
事
例
に
お
い
て
、
不
適
正
に
受
給
さ
れ
た
金
額
は
、
全
額
国
庫
に
返
納
さ
れ
て
お

り
、
外
務
省
は
、
当
該
職
員
に
対
す
る
調
査
と
処
分
を
行
い
、
そ
の
結
果
を
平
成
十
三
年
八
月
二
十
四
日
に
公
表
し
た
。

七


